
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村は、必要に応じて、事業者に対し、
以下の措置等を行うことができます。 

 

標識の設置（第７条） 

事前協議（第６条） 
 

助言、指導及び勧告（第 21条） 
 

太陽光発電事業に関する計画の素案について協議 

説明会開催 30日前から太陽光発電施設設置完了の届出日まで 

周辺住民等※１への説明会（第８条） 

対象者の３分の２以上 

工事着手の届出（第 12条） 

工事完了の届出（第 13条） 

上記のほか、以下の場合も届出が必要になります。 
・事業の管理者の地位を承継したとき（第 16条） 
・事業を廃止、中断又は再開しようとするとき（第 17条第１項） 
・廃止時の必要な措置が完了したとき（第 17条第２項） ※完了日から 30日以内 
 

運用開始等の届出（第 14条） 

報告の徴収（第 19条） 
 

立入調査等（第 20条） 
 

命令（第 22条） 
 

公表（第 23条） 
 

 

青木村では、村内における太陽光発電設備の設置について、災害防止や良好な自然環境等の保全

の観点から、規制の強度を高めるとともに、住民の意向をより反映できる手続きにするため、現行

の要綱の内容をベースにしつつ、これを廃止して、新たに条例を制定します。 

※１ 周辺住民等 
事業区域の境界から 200 メートル以内の距離に

ある土地、建築物及び工作物の所有者、占有者、

管理者、借主又は居住者並びに事業区域の存する

自治会及び当該事業区域の境界から 200 メート

ル以内の距離にある自治会の代表者 

 

※２ 近隣住民等 
事業区域の境界から 50メートル以内の距離にあ

る土地、建築物及び工作物の所有者、占有者、管

理者、借主又は居住者 

これまでと同様に、土地に自立して設置する 

太陽光発電設備はすべて※ 

この条例の手続き対象となります。 

事業計画の案の提出（第 10条） 

設置工事に着手する 60日前まで 

協定の締結（第 11条） 

管理者情報の掲示（第 15条） 

近隣住民等※２の同意（第９条） 

開催した場合、事業計画案提出の 14日前までに報告 

事業者 

上記①～⑥の区域には 

太陽光発電設備を設定することはできません。 

✕ 

青木村太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例に基づく手続き概要 

禁止区域（第５条） 

① 保安林 等 

② 砂防指定地 

③ 地すべり防止区域 

④ 急傾斜地崩壊危険区域 

⑤ 土砂災害特別警戒区域 

⑥ 郷土環境保全地域 

） 

村 
同意がない場合は 

協定の締結はできません。 

命令など村が行う措置に応じなかった 

事業者は公表される場合があります。 

2022/04/01 

協定を締結しなければ 

工事着手はできません。 

ただし、国又は県の機関が設置するものは第 18条の特例規定

によりこの手続きの対象外となります。 


